山県市社会福祉協議会
ボランティア活動ポイント助成要綱

（目　的）
第１条　この要綱は、福祉ボランティア活動の継続、発展を支援することを目的とし、社会福祉法人山県市社会福祉協議会（以下、「本会」という｡）が行う事業に対するボランティア活動、または本会のコーディネートによるボランティア活動に対しボランティアポイント（以下「ポイント」という。）を付与しそのポイントを換算し商品券等に交換するために必要な事項を定める。

（対象者）
第２条　ポイント付与の対象者は、本会に登録しているボランティア団体及び個人とする。
２　事前のポイント研修に参加した者でボランティアポイント登録申請書（様式第１号）を提出し、ボランティア活動保険に加入した者のみ、ボランティアポイント手帳を交付されるものとする。

（対象活動）
第３条　ポイント付与の対象となる活動は次の各号の活動とする。
（1） 本会が実施する地域福祉事業におけるボランティア活動
（2） 本会がコーディネートした福祉ボランティア活動
２　前項のボランティア活動のうち、対象活動に対し本会以外から報酬等を受けている場合は、ポイント付与の対象としない。

（ポイント付与基準）
第４条　ポイント付与の基準は、次の各号のとおりとする。
２　１ポイント１００円とする。
３　１回のボランティアにつき１ポイント付与する。
[bookmark: _Hlk98498093]４　この他にポイントを上乗せして付与する場合は、各事業にて基準を設ける。


（ポイント換算）
第５条　
ポイントの換算については、１０ポイントから交換することができ、１０ポイント
１，０００円分の商品券等と交換することができる。
２　当該年度で換算できなかった１の位の端数のポイントは、次年度に限り繰り越すことができるものとする。


（商品券等の申請・交付）
第６条　ポイントを商品券等に交換しようとするもの（以下「請求者」という。）は、年２回商品券等と申請・交付ができ、ボランティア活動ポイント交付請求書（様式第２号）を提出するものとする。期間等について次のとおりとする。
＜申請・交付期間＞
　１回目　当該年度９月１日から９月２０日まで
　２回目　当該年度３月１日から３月２０日まで
２　申請・交付は山県市社会福祉協議会事務局でおこない、平日月曜から金曜の８時３０分から１７時３０分までの時間内とする。

（財源）
第7条　商品券等交付の財源は、共同募金配分金を財源とする。

（補足）
第８条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本会会長が別に定める。


附　則
　この要綱は、平成３１年４月１日より適用する。
　この要綱は、令和　４年３月１日より適用する。


















